
令和７年3月31日現在

契約事務の
適正化要綱
第２の１の

（２）

1
（一社）高知医療
再生機構

令和６年度高知県地域
医療再生事業

67,862,191 67,862,191 R6.4.1 ～ R7.3.31 ○ ○ セ

　当事業は、医師の地域偏在の解消等を目的に、医師のキャリア形成支援や、県
外からの医師の招聘等を高知大学をはじめとした県内医療関係機関と連携して行
うものであるため、県、高知大学及び県内医療機関等で構成する当該団体以外に
適当な委託先はない。

医療政策課

2
（一社）高知医療
再生機構

令和６年度高知県勤務
環境整備事業

3,876,280 3,876,280 R6.4.1 ～ R7.3.31 ○ ○ セ

　当事業は、女性医師が県内医療機関に復帰する場合の相談対応や復職に係る
研修を受け入れる病院との調整を行うとともに、医療従事者の勤務環境改善を進
める医療機関を支援するものであるため、県、高知大学及び県内医療機関等で構
成する当該団体以外に適当な委託先はない。

医療政策課

3
（公財）高知県人
権啓発センター

高知県立人権啓発セ
ンター管理運営委託
（指定管理者制度）

58,935,000 12,238,000 R5.4.1 ～ R10.3.31 ○ ○ テ 　外部有識者等による審査委員会の審査を経て、選定したもの。
人権・男女共

同参画課

4
（公財）高知県人
権啓発センター

高知県人権啓発研修
事業委託（国費）

5,236,000 5,236,000 R6.6.5 ～ R7.3.31 ○ ○ セ

　人権啓発研修事業は、啓発活動を通じて人権問題の解決を図ることを目的とした
国の委託事業であり、その性格上、地方公共団体がこれにあたることとなってい
る。再委託先の(公財）高知県人権啓発センターはあらゆる人権問題の解決を図る
ため、人権に関する啓発研修等の事業を行うことを目的とし、県等の出捐により設
立・運営されている法人であり、県としても同法人を人権啓発を推進するうえでの中
核と位置づけており、他に当該委託業務を再委託できる団体がないため。

人権・男女共
同参画課

令和６年度 公社等外郭団体との随意契約　一覧

随意契約の方法 随意契約の理由

地方自治法施行令第167条の2第1項

No. 団体名 業　　務　　名 契約金額（円） 契約期間 県の担当課
うちR６年度

単独
随契

競争
見積

公募
プロポ

具体的な理由
1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号
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随意契約の方法 随意契約の理由

地方自治法施行令第167条の2第1項

No. 団体名 業　　務　　名 契約金額（円） 契約期間 県の担当課
うちR６年度

単独
随契

競争
見積

公募
プロポ

具体的な理由
1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号

5
（公財）高知県人
権啓発センター

高知県人権啓発研修
事業委託（県費）

67,989,000 67,989,000 R6.4.1 ～ R7.3.31 ○ ○ セ

　(公財）高知県人権啓発センターは、あらゆる人権問題について、県民の理解と認
識を深め、その解決を図るため、人権に関する啓発・研修等の事業を行い、人権尊
重の社会づくりに貢献することを目的として、県等の出捐により設立、運営されてい
る。「高知県人権尊重の社会づくり条例」第２条第１項において県の責務として定め
る人権意識の高揚を目的として実施する当該業務の委託にあたり、公平かつ中立
に人権問題全般に取り組む団体は他にないため。

人権・男女共
同参画課

6
（公財）こうち男女
共同参画社会づく
り財団

こうち男女共同参画セ
ンター管理運営委託
（指定管理者制度）

381,842,000 75,403,000 R4.4.1 ～ R9.3.31 ○ ○ テ 　外部有識者等による審査委員会の審査を経て、選定したもの。
人権・男女共

同参画課

7
（公財）こうち男女
共同参画社会づく
り財団

こうち男女共同参画セ
ンター県有施設管理委
託

2,991,060 2,991,060 R6.4.1 ～ R7.3.31 ○ ○ ス
　こうち男女共同参画センター内の県有施設部分の管理については、同施設の指
定管理者が一体的に行う必要があるため。

人権・男女共
同参画課

8
（公財）高知県文
化財団

文化芸術振興ビジョン
推進事業等委託業務

20,956,000 20,956,000 R6.4.1 ～ R7.3.31 ○ ○ セ

 　（公財）高知県文化財団は本県の文化芸術活動の推進母体としての役割を担う
団体であり、文化芸術に関する高い専門性を持って県立文化施設の運営に携わる
とともに、市町村や文化芸術団体等とも連携して事業を企画・実施している。
　高知県文化芸術振興ビジョンの推進及び高知県芸術祭の充実を図り、高知県の
文化芸術の振興を進めるためには、文化芸術に関する専門的知識はもとより、市
町村、芸術文化団体、文化施設等とも連携した事業推進が必要不可欠であり、高
知県内には同様の専門性、実績を有している事業者が他にいないため。

文化振興課
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随意契約の方法 随意契約の理由

地方自治法施行令第167条の2第1項

No. 団体名 業　　務　　名 契約金額（円） 契約期間 県の担当課
うちR６年度

単独
随契

競争
見積

公募
プロポ

具体的な理由
1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号

9
（公財）高知県文
化財団

高知県立美術館の管
理運営代行業務（指定
管理者制度）

1,787,489,000 369,518,716 R6.4.1 ～ R11.3.31 ○ ○ セ

　地域に根ざした公共性の高い役割を担っており、本県における中核的な文化施設
として、県内の文化施設と連携するとともに、地域や学校等と継続的な信頼関係を
保ち、業務を実施していく必要があるため。
　地域の歴史や文化に関する高度な専門的知識を有する学芸員を要し、企画展や
講座を実施するとともに、資料の収集保存、調査研究、教育普及といった効率性だ
けでは捉えられない業務等に総合的に取り組む必要があるため。

文化振興課

10
（公財）高知県文
化財団

高知県立文学館の管
理運営代行業務（指定
管理者制度）

692,520,000 140,174,000 R6.4.1 ～ R11.3.31 ○ ○ セ

　地域に根ざした公共性の高い役割を担っており、本県における中核的な文化施設
として、県内の文化施設と連携するとともに、地域や学校等と継続的な信頼関係を
保ち、業務を実施していく必要があるため。
　地域の歴史や文化に関する高度な専門的知識を有する学芸員を要し、企画展や
講座を実施するとともに、資料の収集保存、調査研究、教育普及といった効率性だ
けでは捉えられない業務等に総合的に取り組む必要があるため。

文化振興課

11
（公財）高知県文
化財団

石元泰博写真作品等
著作権管理業務

5,673,620 5,673,620 R6.4.1 ～ R7.3.31 ○ ○ セ
　（公財）高知県文化財団は、高知県立美術館の指定管理者として、石元泰博氏の
写真作品等を管理しており、著作権の管理を総合的に実施できるノウハウを有する
県内唯一の団体であるため。

文化振興課

12
（公財）土佐山内
記念財団

高知県立高知城歴史
博物館の管理運営代
行業務（指定管理者制
度）

1,435,434,033 292,321,025 R3.4.1 ～ R8.3.31 ○ ○ セ

　資料の保存継承、調査研究、展示公開、教育普及といった効率性だけでは捉えら
れない業務への取り組みが必要であること。
　高い専門性を持って長期的な視点で運営を行うには、歴史や美術工芸、保存など
の各分野に精通した同財団の学芸員の専門的知識や技術、蓄積してきたノウハウ
や実績、各研究機関等との信頼関係が不可欠であるため。
　文化施設の管理運営は、単なる施設の管理にとどまらず、専門的な知識を有する
人材を配置した上で、数年間にわたる調査研究や展覧会の企画立案等により業務
が行われるべきものであるため。

歴史文化財課
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随意契約の方法 随意契約の理由

地方自治法施行令第167条の2第1項

No. 団体名 業　　務　　名 契約金額（円） 契約期間 県の担当課
うちR６年度

単独
随契

競争
見積

公募
プロポ

具体的な理由
1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号

13
（公財）高知県文
化財団

令和6年度安芸道路埋
蔵文化財発掘調査整
理業務委託

59,015,000 59,015,000 R6.4.1 ～ R7.3.31 ○ ○ ケ

　委託業務の内容が高度な専門知識、技術を有するスタッフにより一体的に施行さ
れるべきものであること。・業務の遂行に必要なスタッフを擁しており、かつ基本財
産の一部を県が出捐して設立した公益法人であり、他に業務の目的を達成できる
委託先がないため。

歴史文化財課

14
（公財）高知県文
化財団

令和6年度高知城石垣
カルテ作成委託業務

6,490,000 6,490,000 R6.5.31 ～ R7.3.25 ○ ○ セ

　史跡高知城跡整備計画推進委員会石垣部会において、高知城の石垣調査の実
績があり専門性のある公益財団法人高知県文化財団が石垣カルテ作成の調査に
あたるべきとの指摘があり、平成31年度から石垣カルテ作成委託業務を随契で委
託している。
　公益財団法人高知県文化財団は、これまで高知城において本丸石垣や三ノ丸石
垣、梅ノ段北側石垣等の整備に伴う発掘・解体調査を受託実施しており、委託業務
の遂行に必要なスタッフを擁し、かつ基本財産の一部を県が出捐して設立した公益
法人であり、同財団の外に業務の目的を達成できる委託先はない。
　公益財団法人高知県文化財団が業務を実施することにより、史跡高知城跡の石
垣の情報知識が同財団に集積され、今後の調査や修理の水準を高めることにつな
がるため。

歴史文化財課

15
（公財）高知県国
際交流協会

令和６年度高知県研修
員受入業務

9,505,668 9,505,668 R6.4.1 ～ R7.3.31 ○ ○ セ

(公財)高知県国際交流協会は、国際交流や国際協力に関して、国、県及び関係団
体と連携し、事業を行うことを目的とする県内唯一の公益法人である。
また、中南米の県人会や友好交流先との交流を行っていることから、単なる研修員
受入業務だけでなく、県人会等との交流がより深まるなど事業の波及効果が得られ
る。
さらに、海外技術研修員および協力交流研修員の受入事業についても受託の実績
がありノウハウを有することから、より迅速かつ効率的に事務を行うことができる。

国際交流課

16
（公財）高知県国
際交流協会

令和６年度外国人受入
環境整備事業

20,493,538 20,493,538 R6.4.1 ～ R7.3.31 ○ ○ セ

本事業は、在留外国人等に対して多言語で生活相談等に対応する「高知県外国人
生活相談センター」（以下「センター」）の運営業務を行うものである。センターの運
営に当たっては、令和元年５月末にセンターを新たに開所する前から在留外国人に
対して生活相談や情報提供を行ってきたことにより蓄積されたノウハウのもと、効率
的に業務を実施する必要がある。また、県内全域を活動範囲として、多文化共生事
業や国際交流事業との連携も求められる。こうした能力を有しているのは、国際交
流や国際協力に関して、国、県及び関係団体と連携し事業を行うことを目的とする
県内唯一の公益法人である当協会のみであることから、競争入札に適さず、随意
契約とする。

国際交流課
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随意契約の方法 随意契約の理由

地方自治法施行令第167条の2第1項

No. 団体名 業　　務　　名 契約金額（円） 契約期間 県の担当課
うちR６年度

単独
随契

競争
見積

公募
プロポ

具体的な理由
1号 2号 3号 4号 5号 6号 7号 8号 9号

17
（公財）高知県ス
ポーツ振興財団

県立県民体育館・県立
武道館・県立弓道場の
管理運営代行業務（指
定管理者制度）

618,225,000 119,505,000 R2.4.1 ～ R7.3.31 ○ ○ テ 　外部有識者等による審査委員会の審査を経て、選定したもの。 スポーツ課

18
（公財）高知県ス
ポーツ振興財団

高知県スポーツ科学セ
ンターの管理運営代行
業務（指定管理者制
度）

237,769,000 48,376,000 R6.4.1 ～ R11.3.31 ○ ○ テ 　外部有識者等による審査委員会の審査を経て、選定したもの。 スポーツ課

19
（一財）高知県地
産外商公社

アンテナショップ「まる
ごと高知」、「SUPER 
LOCAL SHOP とさと
さ」賃貸借契約

22,986,158

（以下のうち、
いずれか低い
額
（１）賃貸借金
額合計
（132,318,144
円）
（２）公社の令
和６年度の収
益から費用を
控除した金額
から、公社の
内部留保額の
上限である
46,000,000円と
公社が県への
賃料の支払い
をしようとする
時点での内部
留保額との差
額を除いた額）

22,986,158

（以下のうち、
いずれか低い
額
（１）賃貸借金
額合計
（132,318,144
円）
（２）公社の令
和６年度の収
益から費用を
控除した金額
から、公社の
内部留保額の
上限である
46,000,000円と
公社が県への
賃料の支払い
をしようとする
時点での内部
留保額との差
額を除いた額）

R6.4.1 ～ R7.3.31 ○ ○ コ

　本契約は、アンテナショップ「まるごと高知」及び「SUPER LOCAL SHOP とさとさ」
の運営に必要となる店舗および執務室の物件を貸し付けるものであり、アンテナ
ショップの運営と地産外商戦略の推進のために設立した一般財団法人高知県地産
外商公社以外に貸付先はないため。

地産地消・外
商課
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単独
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20
（公財）高知県産
業振興センター

中小企業団地内公園
管理委託業務

582,407 582,407 R6.4.1 ～ R7.3.31 ○ ○ セ

　中小企業団地内公園は、（公財）高知県産業振興センターが管理運営している「ぢ
ばさんセンター」に隣接しているため、ぢばさんセンターの管理に付随して日々の公
園管理が可能であり、県が単独で公園の維持管理を行うよりも経済的である。
　また、県が出捐する公益財団法人である高知県産業振興センターは、公益財産
の管理運営に習熟しており、管理者として最も適しているため、同法人に随意契約
により委託するものとした。

商工政策課

21
（公財）高知県産
業振興センター

令和５年度見本市出展
業務委託（令和６年度
実施分）

82,423,000 82,423,000 R5.10.6 ～ R7.3.31 〇 〇 セ

　（公財）高知県産業振興センターは、中小企業支援法に基づく中小企業支援セン
ターに指定されており、高知県内の中小企業を支援する中核的な機関である。その
ため、産業振興計画に掲げる中小企業の「ものづくりの地産地消・外商」の促進策
である本委託事業は、県が行う中小企業支援事業の実施体制の中心である同法
人に随意契約により委託するものとした。

工業振興課

22
（公財）高知県産
業振興センター

令和６年度見本市出展
業務委託（令和７年度
実施分）

81,955,000 0 R6.11.5 ～ R8.3.31 ○ ○ セ

　（公財）高知県産業振興センターは、中小企業支援法に基づく中小企業支援セン
ターに指定されており、高知県内の中小企業を支援する中核的な機関である。その
ため、産業振興計画に掲げる中小企業の「ものづくりの地産地消・外商」の促進策
である本委託事業は、県が行う中小企業支援事業の実施体制の中心である同法
人に随意契約により委託するものとした。

工業振興課

23
（公財）高知県産
業振興センター

令和６年度ものづくり
総合技術展開催等委
託業務

35,804,000 35,804,000 R6.4.1 ～ R7.3.31 ○ ○ セ

　（公財）高知県産業振興センターは、中小企業支援法に基づく中小企業支援セン
ターの指定を受けた県内唯一の法人として、県内中小企業支援の中心的機関であ
り、第１回（H24）から受託し円滑に遂行してきた。また、本業務と連携した事業戦略
の策定・実行支援など地産地消・地産外商を効果的に推進する様々な事業を実施
しており、十分な能力や実績を有し本業務を遂行できる唯一の法人であると認めら
れるため、同法人に随意契約により委託するものとした。

工業振興課
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24
（公社）高知県種
苗センター

実証用低コストハウス
管理委託業務

0 0 H18.4.1 ～ R6.11.8 ○ ○

　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号によるものであり、県が出資する公
益社団法人である高知県種苗センターは、園芸野菜・花きの本県独自品種、奨励
品種、優良品種の育成及び普及事業を行っており、実証用低コストハウスの管理
者として適しているため。

農業イノベー
ション推進課

25
（公社）高知県種
苗センター

実証用低コストハウス
譲与契約

0 0 R6.12.25 ○ ○ カ

　実証用低コストハウス管理委託業務について、契約満了を迎えたことから、高知
県財産規則第45条に基づき当該実証用低コストハウスについて公益社団法人高知
県種苗センター（以下、種苗センター）へ無償譲渡した。
　随意契約の理由は、当該低コストハウス建設時の施工業者によると、解体後に移
設し再利用することは困難との回答であったため、当該低コストハウスを解体して
別の場所へ移設することはできず、種苗センター以外が低コストハウスを使用する
ことができないため。また、低コストハウスの用地は種苗センターが利用する土地
で、今後も種苗センターがハウスを利用する意思があったため。

農業イノベー
ション推進課

26
（公社）高知県森と
緑の会

令和６年度森林環境学
習等推進事業委託業
務

7,803,000 7,803,000 R6.4.1 ～ R7.3.31 ○ ○ セ

　本業務は、山の学習支援事業の活用の促進のため、①山の学習支援事業の補
助対象となる保育所、幼稚園、小学校、中学校等に同事業の説明を行うとともに、
講師とのマッチング、学習カリキュラムの提案や相談対応を行う。②講師役となる森
林保全ボランティア団体の活動促進などの活性化に取り組む事業であり、業務を行
うためには、山の学習支援事業の状況やボランティア団体等に精通している必要が
ある。この業務を確実に行えるのは山の学習支援事業の補助事業を行い、また、
緑の募金による寄附や国及び県の補助金を活用したボランティア活動の支援事業
の実施やボランティア団体のネットワーク組織の事務局を担い緑化を推進する団体
等との関係が深い公益社団法人高知県森と緑の会以外にない。

林業環境政策
課

27
(一社）高知県森林
整備公社

令和６年度高知県県営
林造林事業業務委託

15,626,756 15,626,756 R6.4.1 ～ R7.3.31 ○ ○ ス
  県営林事業については、昭和46年度以降造林事業を委託して実施し、全県下に
展開する県営林の実情について詳細に把握していることから、本業務の委託先は
森林整備公社以外にない。

森づくり推進
課
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28
（公財）高知県山
村林業振興基金

令和６年度労働環境改
善計画事前審査委託
業務

単価契約
175,450円/1件

単価契約
175,450円/1件

R6.4.1 ～ R7.3.31 ○ ○ セ

本業務では、関係法令や国の基本方針及び県の基本計画を理解し、かつ、林業生
産システムや高性能林業機械などの幅広い林業に関する専門的な技術や知識を
持ち合わせていないと、
①　計画書の内容が適正であるかの精査
②　計画書作成にあたって、雇用管理の改善や事業の合理化等について的確な指
導が実施できない。

当団体（センター）は、
①　労働環境改善計画の内容や関連する法令等を理解していること
⇒　林業労働力の確保の促進に関する法律の運用に基づき、この改善計画の認定
を受けた事業主から、当該計画の実施状況の報告を受けること、また、林業労働力
の確保の促進に関する基本方針において、雇用管理の改善の取組を推進する観
点から、支援センターによる認定事業主の雇用管理改善の状況の定期的な点検、
林業における働き方改革の推進に向けた適切な助言・指導等の取組を推進するこ

森づくり推進
課

29
（公財）高知県山
村林業振興基金

令和６年度高知県立林
業大学校研修業務等
委託業務

65,619,000 65,619,000 R6.4.1 ～ R7.3.31 ○ ○ セ

  本業務は、「①基礎課程及び専攻課程の技能講習･安全教育に関すること」、「②
基礎課程及び専攻課程のインターンシップに関すること」、「③基礎課程及び専攻課
程の就業ガイダンス並びに定着率向上研修会に関すること」、「④短期課程の運営
等に関すること」を行うものである。
  同団体は、林業に従事する方の育成や確保をするための研修事業や雇用条件の
改善を図るための事業を行っている。
  委託する業務のうち、①及び④の業務にあたっては、労働安全衛生法14条及び
61条により、都道府県労働局長の登録を受けた者である必要があり、全ての技能
講習等の登録を受けている県内団体は、同団体のみである。
　また、②では、林業事業体等と研修生のコーディネイトや助言、③では、就業相談
会等の実施を求めており、対応するためには職業安定法第33条第1項の規定によ
る許可が必要であることと併せて、専門的な知識や技術、蓄積されたノウハウや実
績、各事業体等との信頼関係が不可欠であり、実施できる業者は同団体以外にな
い。

森づくり推進
課

30
（公財）高知県山
村林業振興基金

高知県立森林研修セ
ンター研修館管理代行
業務（指定管理者制
度）

43,710,000 8,742,000 R5.4.1 ～ R10.3.31 ○ ○ テ 　外部有識者等による審査委員会の審査を経て決定したもの。
森づくり推進
課

31
（公財）高知県山
村林業振興基金

令和６年度相談窓口事
業等委託業務

5,999,983 5,999,983 R6.4.1 ～ R7.3.31 ○ ○ セ

 当団体は、①厚生労働大臣から「無料職業紹介事業」の許可を受けている②事業
実施に必要な指導者がいる③労確法第11条により林業労働力確保支援センターと
して県から指定されている④林業に関する専門的知識を有し、林業事業体の現状
を把握している、ことから効果的に就業促進に結びつく活動を実施できる者は当団
体以外にない。

森づくり推進
課
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32
（公財）高知県牧
野記念財団

高知県立牧野植物園
管理運営代行業務
（指定管理者制度）

1,606,137,000 508,157,000 R6.4.1 ～ R9.3.31 ○ ○ セ
　指定管理者の選定にあたり、植物に関する専門知識、栽培管理能力等が求めら
れ、条件を満たす者が当団体以外にないため。

自然共生課

33
（公財）高知県牧
野記念財団

希少野生植物食害防
止対策(調査)委託業務

2,552,000 2,552,000 R6.5.9 ～ R7.3.20 ○ ○ セ

　本業務では希少野生植物の生育場所等の分布状況を熟知し、専門的知識をもっ
て精度の高い分析・評価・整理のできる体制が必要となる。（公財）高知県牧野記念
財団は、高知県を中心とする野生植物の調査・研究と保全、環境保全の普及啓発
活動の拠点として設立された法人であり、県内の希少植物の詳細かつ豊富なデー
タを有している同財団以外に本業務を遂行できる団体が存在しないため。

自然共生課

34
（公財）高知県牧
野記念財団

野生植物分布調査業
務

8,838,500 8,838,500 R6.4.26 ～ R7.3.31 ○ ○ セ

　本業務では、県民参加型の植物調査により、直接的体験を通じて県民の自然へ
の理解を深め、環境保全に関する意識の高い人材を育成するとともに、地域の自
然の基礎資料を収集することを目的としており、委託業者は高知県内の植物に関し
て高度で専門的な知識及び絶滅のおそれのある植物種の生育状況等の最新デー
タを有していることが不可欠であり、県内の希少植物の詳細かつ豊富なデータを有
している同財団以外に本業務を遂行できる団体が存在しないため。

自然共生課

35
(公財）高知県のい
ち動物公園協会

高知県立のいち動物
公園管理運営業務
（指定管理者制度）

2,083,390,000 433,852,000 R6.4.1 ～ R11.3.31 ○ ○ セ

のいち動物公園の指定管理業務においては、危険動物・希少動物の飼育や、他園
と動物の貸し借りを行って繁殖の環境をつくるブリーティングローンの実施等が求め
られ、専門技術・知識を有する獣医師、飼育員を確保する必要があることや、管理
者の変更や撤退により動物の飼育が困難となることを避ける必要があることから、
他に運営できる団体がいない。

公園上下水道
課
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36
高知県住宅供給
公社

県営住宅管理代行等
業務委託

448,224,000 448,224,000 R6.4.1 ～ R7.3.31 ○ ○ セ

　公営住宅法第47条の規定により、管理代行は地方住宅供給公社又は地方公共
団体のみ行うことができるものと定められている。また、付随する事実行為の委託
については、管理の一元性を確保するため管理代行先に委託する必要がある。管
理代行業務及び委託業務について高知県に点在する対象の住宅を一括して管理
できる団体は高知県住宅供給公社以外に存在しないことから地方自治法施行令第
167条の２第１項第２号に該当する。

住宅課

37
高知県住宅供給
公社

県職員住宅管理委託
業務

32,224,859 32,224,859 R6.4.1 ～ R7.3.31 ○ ○ セ

　高知県住宅供給公社は、自前で建築士を複数名抱えており、専門的な知識に基
づいた修繕等の対応が可能である。また、県営住宅の管理代行機関として修繕工
事等の施工管理を行っているが、工事の監督及び検査を行うに当たっては、県の
工事検査要領・規定の例によることとしており、県と同様のチェック機能が担保され
ている。
　職員住宅の他に、県営住宅と教職員住宅の維持管理業務も併せて行っており、
そのことでスケールメリットによって効率的に業務を行うことができるとともに、これ
らの住宅の維持管理業務を行うことで得られたノウハウを活用して委託業務を行う
ことが可能であるため。

職員厚生課

38
高知県住宅供給
公社

教職員宿舎管理委託
業務

21,959,385 21,959,385 R6.4.1 ～ R7.3.31 ○ ○ セ

　県下全域に点在する教職員住宅の一括管理には、県営住宅及び県職員住宅の
管理業務も受託している公社の住宅管理に関する蓄積されたノウハウが必要であ
り、また、老朽化が進んでいる教職員住宅の適切な維持管理には公社の持つ技術
力等が有効に活用されることが見込まれるとともに、過去の教職員住宅管理委託
業務も誠実かつ確実に実行されている。
　また、県内に同公社と同様のノウハウを有する法人が存在しないため。

教育委員会事
務局
教職員・福利
課

39
公益財団法人暴
力追放高知県民
センター

暴力団不当要求防止
責任者講習委託事業

1,380,000 1,380,000 R6.4.1 ～ R7.3.31 ○ ○ セ
　(公財)暴力追放高知県民センターは、暴力団員による不当な行為の防止等に関
する法律第32条の３第２項第７号により、公安委員会からの委託を受けて同法第14
条第２項の講習業務を行える県内唯一の法人であるため。

警察本部組織
犯罪対策課
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40
公益財団法人暴
力追放高知県民
センター

暴力団排除運動支援
事業業務委託事業

2,825,000 2,825,000 R6.4.1 ～ R7.3.31 ○ ○ セ

　（公財）暴力追放高知県民センターは、民間の暴力追放組織に対する援助等の事
業を展開し、更に、同センターが中核となって、平成19年に宿毛地区みかじめ料等
縁切り同盟を結成し、以降中村地区・高知地区・建設業・遊技業・不動産業における
「縁切り同盟」立ち上げの支援活動を行っており、本事業のノウハウやデータを蓄積
している唯一の団体であるため。

警察本部組織
犯罪対策課
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